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１．研究の背景と目的 

 近年、大深度地下空間での工事、大都市部での狭隘な空間での工事、重要な幹線道路で通行止めが許されない状

況での工事等、過去にない厳しい条件下で、技術開発・検証を伴う公共工事のニーズが高まっている。技術開発・

検証を伴う公共工事の実施方法は、現時点では、大きく次の３通りに分類できる。 

① 発注者主導で技術開発・検証を実施し、工事を発注する方法 

② 技術開発・検証と工事を一体的に発注する方法（技術開発・工事一体型調達方式 1）） 

③ 施工者が技術開発・検証の段階から関与する方法（技術提案・交渉方式 2）） 

 本稿は、①から③の実施方法について、それらの特徴を整理した上で、透明性を確保しながら、技術開発・検証

を伴う公共工事を効率的、効果的に実施する方法を提案するものである。 

２．発注者主導で技術開発・検証を実施し、工事を発注する方法 

 発注者主導で技術開発・検証を実施する方法は、発注者が試験施工、模型実験、数値解析、学識経験者への意見

聴取等を実施の上、仕様を確定し、工事を発注する方法である。国土交通省直轄事業等において、特殊な現場条件

で、実績の少ない技術を適用する工事では、国土技術政策総合研究所、土木研究所の実験施設を用いた試験施工、

模型実験等を実施の上、仕様を確定し、工事を発注する場合がある。 

発注者主導で技術開発・検証を実施する場合は、発注者に試験施工、模型実験等の試験調査や、学識者への意見

聴取（技術検討会の運営）等を行う能力が必要となる。また、将来の技術的ニーズ（例えば、過去における海洋架

橋、耐震補強、橋梁補修技術等）に対して、発注機関、土木研究所、業界団体等が共同研究を行うことにより、業

界団体等の施工に関する知見を活かすことができる。しかしながら、既往の共同研究の枠組みは、一般的な技術ニ

ーズに対して行うものであり、個別工事の調達プロセスとして実施するものではない。 

３．技術開発・検証と工事を一体的に発注する方法（技術開発・工事一体型調達方式） 

技術開発・検証と工事を一体的に発注する方法として、技術開発・工事一体型調達方式があり、技術開発・工事

一括型（Ａ型）と技術開発・工事分離型（Ｂ型）の２種類がある（図-1参照）。 

技術開発・工事一括型（Ａ型）は、技術開発・設計・施工を一括で契約するため、契約締結後のリスクへの対処

が課題となる。国土交通省直轄の設計・施工一括発

注方式において、リスク発現により、工事費の増額、

工期の延長が課題となっており 3)、技術開発・設計・

施工の過程で発注者と受注者が一体となって対処す

べき不確定要素が存在する場合は適用が難しい。 

 技術開発・工事分離型（Ｂ型）は、１～３者が技

術開発を行った上で、最終的に１者が施工契約を締

結する方式である。そのため、技術開発に参加し、

十分な成果を残した者が工事を受注できない場合が

ある。過去にない厳しい条件下で行う工事は、同様

の工事が頻繁に発注されないため、工事の受注者に

なれなかった者への配慮が課題となる。 
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図-1 技術開発・工事一体型発注方式の概要 
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４．施工者が技術開発・工事の段階から関与する方法（技術提案・交渉方式） 

技術提案・交渉方式は、平成 26 年の品確法改正により規定された施工者が設計段階から関与する方式で、図-2

に示す 3つの契約タイプがある。国土交通省直轄工事では、令和 2年 3月までに 13 件の技術提案・交渉方式の適用

例がある（港湾・空港を除く）。 

技術提案・交渉方式は、設計段階から施工者が関与でき、類似の現場条件における適用実績が少ない技術を適用

する場合、試験施工、模型実験、数値解析、学識経験者への意見聴取等、必要な技術開発・検証を実施し、設計、

価格交渉を行った上で、工事契約を締結する。そのため、技術開発・工事一体型調達方式（Ａ型：技術開発・工事

一括型）と比べ、技術開発・検証・設計・施工の過程におけるリスクへの対処を行いやすい。また、優先交渉権者

から１者ずつ、技術開発・検証・設計を行うため、技術開発・工事一体型調達方式（Ｂ型：技術開発・工事分離型）

と比べ、技術開発・検証で十分な成果をあげた者が工事を受注できない課題にも対処できる。 

一方、技術提案・交渉方式は、施工契約締結前に技術開発・検証・設計・価格交渉を実施するため、施工契約締

結までの手続期間が長く、特に発注者側の負担が大きくなりやすい。また、発注者による十分な調査が実施されて

いない段階から技術提案・交渉方式を導入すると、施工者の知見を的確に導入できない可能性がある。 

国土交通省直轄工事における技術提案・

交渉方式の運用ガイドライン（令和 2 年 1

月改正）では、表-1に示す工事特性に応じ

た施工者による技術協力期間の設定例を示

した。これにより、類似の現場条件での実

績が限られ、技術開発・検証を行う必要が

ある工事において、適切な技術協力期間が

確保されるよう配慮した。 

また、技術提案・交渉方式を効率的、効

果的に活用するためには、個別工事の調達

プロセスに入る前に、発注者主導で、事業

課題、前提条件、技術要件の明確化、絞り

込み等を行う基礎調査を組み合わせること

が必要であり、技術提案・交渉方式等、民

間の技術力を活用しやすい入札契約方式が

普及しても、国土技術政策総合研究所、土

木研究所と連携しながら、発注者が技術力

を確保することの重要性は変わらない。 

４．終わりに 

国土交通省直轄工事における技術提案・

交渉方式は、現時点では、ある程度の実績

を有する技術の範囲で適用しており、技術

開発・検証を伴う工事への適用性の確認は、

今後の課題である。国土技術政策総合研究

所社会資本マネジメント研究室は、技術提

案・交渉方式の適用支援とフォローアップを行い、更なる改善と適用拡大に資する研究を継続する予定である。 
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交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン（令和 2年 1月）、3) 中洲、中尾、田村、島田、
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(c)設計交渉・施工タイプ 

図-2 技術提案・交渉方式の契約タイプ※1 

表-1 技術協力期間の設定例（平常時・新設・緊急度標準） 

工事特性 技術協力期間の 

設定例 提案の自由度 適用技術の実績 

高：構造形式，工法等の変更を

伴う 

限定的 12 ヶ月程度以上 

十分ある 6～12 ヶ月程度 

低：確実な施工のための照査、 

不確定要素への対応が中心 

限定的 6～12 ヶ月程度 

十分ある 5～8ヶ月程度 

※適用技術の実績
限定的：異なる現場条件での実績しかない等により、技術検証（試験施工、模型事件、数値解析、学識者への意見聴取等）が必要
十分ある：類似の現場条件での実績が複数例ある
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